
５０歳以上の退職を迎える勤労者限定

直近１年以内に退職金をお受け取りになられた方
※個人のお客様でスーパー定期または大口定期貯金に限ります

【 金 額 】 ３００万円以上
※退職金のお受取金額が上限です

【 期 間 】 ３カ月

【 お取扱い 】 令和5年7月3日 ～ 令和6年3月29日

税引後 年 0.796％

※お利息には、20.315％の分離課税がかかります。
※満期日以降のお利息は解約した日における普通貯金利率により計算します。
※中途解約された場合は、当ＪＡ所定の中途解約利率を適用いたします。
※詳しくはＪＡ小松市各店舗窓口までお問い合わせください。

ＪＡ小松市

退職金専用定期貯金「プラチナ定期」取組者限定！！

投資信託 購入金額 100万円 ごとに JA商品券2,000円

最大 10,000円 プレゼント！！

※「プラチナ定期」取組みから1年以内の購入に限ります。

例えば、1,000万円 × 年1.00％ × 90日/365日 = 24,657円

1ヵ月を30日として計算しています。上記の計算は概算なので、税引後のお受取利息は実際は異なる場合がございます。

※ お取組みの際には退職金金額がわかるものをご準備下さい。

(税引後 19,627円)



　　●投資信託は預貯金とは異なり、元本の保証がありません。 

　　●投資信託は預金保険・貯金保険の対象ではありません。 

　　●ＪＡバンクが取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

　　●ＪＡバンクは投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

　　●投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債権・ＲＥＩＴ等の値動き

　　　 や為替変動に伴うリスクがあります。このため、投資信託資産の価値が投資元本を下回るリスク等は、投資信託

　　　 の購入者に帰属します。詳しくは、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認下さい。 

　　●投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者に帰属します。 

　　●当組合では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預かりし、法令に従って当組合の

　　　 財産と分別して保管させて頂きます。また、券面が 発行されない有価証券について、法令に従って当組合の

　　　 財産と分別し、記帳および振替を行います。 

　　●一部の投資信託には、特定日にしか換金できないものがあります。 

　　●投資信託の購入から換金・償還までの間に、直接または間接的にご負担いただく 代表的な費用等には以下の

　　　 ものがあります。なお、これらの手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を

　　　 記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付

　　　 目論見書）でご確認下さい。 

　　　　・購入時：申込手数料がかかるファンドがあります。

　　　　・運用期間中：運用管理費用（信託報酬・管理報酬等）が日々信託財産から差し引かれます。

　　　　・換金時：信託財産保留額がかかるファンドがあります。また外貨に両替して購入・換金するファンドには、上記

　　　 の各種手数料等とは別に為替手数料がかかります。

　　●お申込みにあたっては、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）を 十分にお読みいただき、

　　　 内容をご確認のうえ、ご自身で判断下さい。

　　　詳しくはお近くの支店にお問い合わせ下さい。

　　　　 JA小松市

    ～投資信託に関してご留意頂きたい事項～

ＪＡ小松市


